
 

生活困窮者自立支援制度 

生活に困っている方を、支援する制度です。 

平成 27年 4月 1日から生活困窮者自立支援法が施行され、生活困窮者自立支援制度が創設されました。 

この制度は、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援等を実施する 

ことで、「自立の促進」を図ることを目的としています。 

本市では、自立相談支援事業、住居確保給付金支給事業に取り組み、自立に向けた 

支援を行います。 

生活費・就労・借金・家賃の相談など、一人で悩まずにまずはご相談ください。 

早めの相談が自立への近道です。 

事業の内容 

自立相談支援事業 

生活や仕事に心配・不安・悩みを抱えている人に対し、生活保護を受給する前の段階において地域で自立した 

生活が行えるよう、支援員（主任相談員、相談支援員、就労支援員）が無料で相談に応じ、その人の抱えるさまざま 

な問題に対応した支援や関係機関へのつなぎ役として自立を手助けします。 

住居確保給付金 

離職して２年以内の６５歳未満の方で、離職により住宅を失った、または失うおそれがある生活困窮者に対して 

有期で住居確保給付金を支給します。 

相談できる人 

この制度の対象となる方は、「経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方」 

であり、生活保護の受給者は対象外です。なお、住居確保給付金は、所得・資産要件がありますが、どなたでも 

無料で相談できますので、お気軽にご相談ください。  

相談窓口 

美唄市では、そらち生活サポートセンター（事務所：月形町）に事業運営を委託して実施しています。 

①そらち生活サポートセンター（フリーダイヤル ０１２０－２７９－２３４） 

②地域福祉課生活福祉グループ（窓口 ④番 市役所１階  電話番号 62-3149） 

③ふるさとハローワーク（コアびばい内 毎月 第３水曜日） 

※そのほか、直接、相談支援員が出向いて相談を受けることも可能です。 

相談時間 

①  ９時３０分～１７時００分 月～金曜日（祝日を除く） 

②  ８時４５分～１７時１５分 月～金曜日(祝日を除く） 

③ １３時００分～１６時００分 毎月 第３水曜日  

※生活に困ったときは、まずはご相談ください。秘密は厳守させていただきます 


